
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律（平成27年法律第65号）

個人情報保護法の改正のポイント

個人情報保護法

番号利用法

個人情報の保護と有用性の確保に関する制度改正

特定個人情報（マイナンバー）の利用の推進に係る制度改正

○個人情報の取扱いの監視監督権限を有する第三者機関
（個人情報保護委員会）を特定個人情報保護委員会
を改組して設置 など

適切な規律の下で個人情
報等の有用性を確保

・利用目的の変更を可能とする規定の整備
・匿名加工情報に関する加工方法や取扱い等の規定の整備
・認定個人情報保護団体による個人情報保護指針の作成や届出、公
表等の規定の整備

個人情報の流通の適正さ
を確保

・本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、公表等厳格
化
・トレーサビリティの確保（第三者提供に係る確認及び記録の作成義務）
・不正な利益を図る目的による個人情報データベース等提供罪の新設

定義の明確化等

個人情報保護委員会の新
設及びその権限

・個人情報保護委員会を新設し、現行の主務大臣の権限を一元化

個人情報の取扱いのグロー
バル化

・国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供に関する規定の整備
・外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の整備

○金融分野、医療等分野等における利用範囲の拡充
⇒預貯金口座への付番、特定健診・保健指導に関する事
務における利用、予防接種に関する事務における接種履
歴の連携等

個人情報の保護を図りつつ、パーソナルデータの利活用を促進することによる、新
産業・新サービスの創出と国民の安全・安心の向上の実現及びマイナンバーの利
用事務拡充のために所要の改正を行うもの

・個人情報の定義の明確化（身体的特徴等が該当）
・要配慮個人情報（いわゆる機微情報）に関する規定の整備
・個人情報データベース等から権利利益を害するおそれが少ないものを除
外

請求権 ・本人の開示、訂正等、利用停止等の求めは請求権であることを明確化

法の適用範囲の見直し
・小規模取扱事業者（取り扱う個人情報の数が5,000件以下の事業
者）を個人情報保護法の規律対象とする規定の整備

（別紙１）



別紙２

農林水産省メールマガジン（平成29年２月６日第727号）の掲載内容

「２．農林水産省の動き」の「（１）トピックス」から掲載カ所を抜粋

◇全ての事業者に個人情報保護法が適用されます。

・個人情報保護法が改正され、平成29年5月30日から、現在、

個人情報保護法の適用対象とされていない小規模の農林漁業者等

（保有する個人情報が5,000人分以下の事業者）も、個人情報

保護法の対象となります。

自分の経営や法人等が取引先や従業員の個人情報について、

（1）取得する際に利用目的を本人に伝えること、（2）決めた目的

以外に使わないこと、（3）安全に管理すること、（4）本人に無断で

他人に渡さないこと等適切に取り扱っているか、今のうちから

確認しておきましょう。

個人情報の安全管理措置については、改正法の附則において

小規模の事業者の円滑な事業活動に配慮すべきとされたことを

受けて、中小規模事業者（従業員100人以下の事業者）に過度の

負担とならないような手法例がガイドラインにおいて示されています。

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）

「8（別添）講ずべき安全管理措置の内容」の「中小規模事業者に

おける手法の例示」を確認しましょう。

個人情報を適切に取り扱って、取引先や従業員からの信用を

守りましょう。

個人情報保護法に関する御質問等については、「個人情報

保護法質問ダイヤル」にお問合せください。

電話：03-6457-9849

受付時間：9:30 ～ 17:30（土日祝日及び年末年始を除く）

また、個人情報保護法の概要、よくある質問（Q＆A）及び

ガイドラインについては、個人情報保護委員会ホームページに

掲載されています。

⇒ http://www.ppc.go.jp/personalinfo/ （外部リンク）






